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令和５年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

「CBRNE テロリズム等に係る健康危機管理体制の国際動向の把握及び国内体制強化に向けた研究」 
 

分担研究報告書 
 

「医療と法執行機関等との連携に関する研究」 

研究代表者 若井 聡智  

(国立病院機構 本部 DMAT 事務局 次長) 

研究分担者 近藤 久禎 

(国立病院機構 本部 DMAT 事務局 次長) 

研究要旨 

【目的】昨年度は、事案発生時における「事態対処医療」の連携モデル（案）を研究班として示

すことができた。本年度は、そのモデル（案）の実現に向けて、関係省庁担当者、関係機関の

担当者との意見交換の中で、解決すべき課題の抽出と必要な制度上の整理について取り組

むことを主目的とした。【結果】事態対処医療の実践にあたり、１，「事態対処医療の適応となる

事案の整理」２，「（たてこもり事件や要人警護の際に）医療が現場近くにいる意義と意味」３，

「ＤＭＡＴがその役割を担う意味」という点をまずは解決する必要があり、それぞれについて一

定の解決策を整理した。【考察】本年度は、昨年作成した「事態対処事案関係機関連携モデ

ル（仮称）の運用について、あらかじめ整理をしなければならない課題の抽出と解決に取り組

んだ。次年度は、実際に運用を想定した研修や訓練の実施を行うとともに、引き続き、全国的

に共通の認識の中で活動できるよう、「事態対処事案関係機関連携モデル（仮称）」（案）への

各関係機関からの意見照会とともに、「NBC テロその他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連

携モデル」への追加等の協議を検討していく。さらに、医療者に対する事態対処医療の啓蒙

や教育、また CSCA を含む事態対処医療の全国標準化が実現されれば、武力攻撃事態等に

対する国民保護における医療支援を円滑に行われると考える。そのため、より多くの医療者が

事態対処医療に精通することは、国民保護という観点からも極めて重要である。 

 

Ａ．研究目的  

 昨年度は、事案発生時における「事態対処

医療」の連携モデル（案）を研究班として示すこ

とができた。本年度は、そのモデル（案）の実現

に向けて、関係省庁担当者、関係機関の担当

者との意見交換の中で、解決すべき課題の抽

出と必要な制度上の整理について取り組むこ

とを主目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

昨年度の研究成果であるモデル（案）を軸に、

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理）付、

厚生労働省、警察庁、大阪府、大阪府警等と

の意見交換を行い、課題の抽出とその課題解

決に向けた各種制度上の整理等について研

究班としての見解を示した。 

 

（倫理面への配慮） 

 なし 

 

Ｃ．研究結果 
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関係機関との意見交換にて、今後の検討事項

として以下が提起された。 

 

・ＮＢＣ関係モデルについて、関係省庁の合意

のもと、適切な意見交換ののち、修正。 

・警察や医療の連携についての精査。 

・現地調整所の設置の有無。 

・現地での情報提供体制。 

・派遣に係る費用の支弁体制。 

・関係機関での合同研修の開催。 

・現場に医療従事者を派遣する必要性。所属

医療機関の理解が得られるか、医療従事者

の安全面等も含めれば、搬送先となる医療機

関の強化の方が適切ではないか。 

・（DMATを活用する場合）DMATを派遣する

必然性。全ての DMAT 隊員が、同様の活動

を意図しているものではないという認識。 

・事態対処医療が適応となる事案が「ＮＢＣテロ

その他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連

携モデル」に想定されている事案と合致して

いるか。 

 

Ｄ．抽出された課題と対応策 

 今回の研究によって抽出された主な課題とし

ては、 

１，「事態対処医療の適応となる事案の整理」 

２，「（たてこもり事件や要人警護の際に）医療

が現場近くにいる意義と意味」 

３，「ＤＭＡＴがその役割を担う意味」 

という点をまずは解決する必要がある。 

 

１：昨年度の成果として、「事態対処事案関係

機関連携モデル（仮称）を作成し、「NBC テロ

その他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連

携モデル」の改訂の提言、という案を検討して

いた。 

しかし、ここでいう、「NBC テロその他大量殺傷

型テロ対処現地関係機関連携モデル」が想定

している事案は、いわゆる「緊急対処事態（武

力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人

を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為

が発生する明白な危険が切迫していると認め

られるに至った事態（後日対処基本方針にお

いて武力攻撃事態であることの認定が行われ

ることとなる事態を含む。）で、国家として緊急

に対処することが必要なものをいう。以下同

じ。）に至ったときは、緊急対処事態に関する

対処方針（以下「緊急対処事態対処方針」とい

う。）を定めるものとする。」の一つだと考えられ

る。 

そのため、事態対処医療が想定されている「た

てこもり事案」「要人警護事案」としては、現地

関係機関が連携するうえでのモデルが必要で

はあるが、その一方、大量殺傷を想定されてい

るものではない点、（要人警護事案では）あら

かじめ備えができるという点からも、既存のモデ

ルの改訂ではなく、別のモデルとしての提示と

いう対応がそもそも望ましいという結論になっ

た。 

 

２：いわゆるたてこもり事件や要人襲撃という観

点においては、鈍的外傷の可能性よりも銃や

刃物による鋭的外傷が多い傾向が考えられ

る。 

現在の、スキームでは、「警察からの要請→救
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急車の到着→救急隊による救急救命処置、応

急処置の実施とともに医療機関選定→救命救

急センターへの搬送→緊急処置」というスキー

ムとなるが、令和４年中の救急自動車による現

場到着所要時間は、全国平均で約 10.3 分、

病院収容所要時間は、全国平均で約 47.2 分

となっている（※）、一般的な事例よりも病院選

定は迅速に決定する可能性は高いことが推測

されるが、要請から到着までに最低でも 10 分

は要することが分かる。 

現在の救急救命処置、応急処置では、四肢

外傷に対してはターニケットによる止血措置が

可能だが、体幹部により近い外傷（鼠径部等）

の場合は、対処が困難である。また、同様に緊

張性気胸や心タンポナーデなどの閉塞性ショ

ックへの対応もできない。 

一方で、現場で外傷診療に長けた医療従事

者がいた場合、現場近隣の比較的安全な場所

まで移動したのち、すぐに応急止血処置を実

施できるため救命の確率が十分に上がることが

推測できる。 

 同時に、現在の救急救命処置では実施でき

ない心停止前の気管挿管や鎮静・鎮痛、輸血

等の全身管理も同時に現場から開始できると

いう点も非常に大きな利点であると考えられ

る。 

また、搬送先医療機関に患者状況を適切に伝

達することによって、より現場と医療機関内で

のシームレスな医療提供ができるように調整で

きる点も現場に医療者がいる大きなメリットであ

ると考えられる。 

 

３，２，でもあったとおり、現場の医療従事者に

求められる能力としては、患者に対するＴｒｅａｔ

ｍｅｎｔが最も大きいが、同時に警察を中心とし

た関係機関との連携、医療機関との連絡など

の 調 整 機 能 を 核 と す る 、 い わ ゆ る

Command&Controlの役割も求められる。 

この概念を最も理解し、実践できているのはＤ

ＭＡＴという枠組みであると考えている。 

ただし、すべてのＤＭＡＴが事案対処における

対応を想定しているわけではなく、通常の研修

等においても学んでいるわけではないことや、

基本的にはＤＭＡＴは都道府県経由での要請

となることから、適切な連携が可能か、などの制

約があることも事実であると確認できた。 

そのため、まずは次年度研究班として、一部地

域の都道府県ＤＭＡＴ研修の際に、アドバンス

コースとして、当該事案への対処を学ぶ機会を

設けることを検討している。 

 

E.考察  

 本邦でも昨今、「ふじみ野市散弾銃男立てこ

もり事件」「東京都大田区猟銃男立てこもり事

件」（共に令和４年）、「長野県中野市猟銃男立

てこもり事件」「福岡県糸島市医院立てこもり事

件」（共に令和５年）など、銃器を使用した立て

こもり事件が頻発している。さらは、「安倍晋三

銃撃事件」等の要人を標的とした銃撃事件な

ど、今後も、同様の事案が増加する可能性が

高いと考えられる。そのため、事態対処医療の

普及と、医療機関と法執行機関、その他関係

機関との連携が急務であると思われる。また、

一方で、各都道府県において、医療機関と警

察が協定を結び、当該事案へ迅速に対処でき

る取り組みが進んでいる

（https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20240

319/4030018545.html）。 

本年度は、昨年作成した「事態対処事案関

係機関連携モデル（仮称）の運用について、あ

らかじめ整理をしなければならない課題の抽出

と解決に取り組んだ。次年度は、実際に運用を

想定した研修や訓練の実施を行うとともに、引

き続き、全国的に共通の認識の中で活動でき

https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20240319/4030018545.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20240319/4030018545.html
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るよう、「事態対処事案関係機関連携モデル

（仮称）」（案）への各関係機関からの意見照会

とともに、「NBCテロその他大量殺傷型テロ対

処現地関係機関連携モデル」への追加等の協

議を検討していく。 

さらに、医療者に対する事態対処医療の啓

蒙や教育、また CSCAを含む事態対処医療の

全国標準化が実現されれば、武力攻撃事態等

に対する国民保護における医療支援を円滑に

行われると考える。そのため、より多くの医療者

が事態対処医療に精通することは、国民保護

という観点からも極めて重要である。 

 

F.結論 

「事態対処事案関係機関連携モデル（仮称）」

（案）の運用にあたって、必要な課題の抽出と

課題の解決に努めた。 

次年度は、一部都道府県において、研修や訓

練の実施と引き続きの関係機関との協議を継

続していく。 

 

G．健康危険情報 

 なし 

H．研究発表 

1.  論文発表 

2.  学会発表   

 なし 

 

I．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。） 

1. 特許取得：なし 

2. 実用新案登録 ：なし。 

3.その他 ：なし 

※

https://www.soumu.go.jp/main_content/00092

4645.pdf 

 


